
■借金およびヤミ金融に関する無料相談会■　弁護士・司法書士が相談に応じます。　とき● 11月 6日（金）午前 10時～午後 4時（受付は午後
3時まで）　ところ●印西市役所　問合せ●千葉県生活安全課☎ 043-223-2296

■個人事業税の納期について■　個人事業税第 2期分の納期限は 11月 30日（月）です。納付書は 11月上旬に送付しますので、お早めに納付し
てください。納税は口座振替を利用されると便利です。　問合せ●香取県税事務所☎ 0478-54-1314

The information of the living市外局番の記載がないものは「0479」です。
暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者にお問い合わせください。

ご協力をお願いします
愛の献血 

とき● 11月 22日（日）
　午前 10時～ 11時 45分
　午後 1時～ 3時
※ いきいきフェスタ雨天順延の場合
は中止となります。
ところ●保健福祉センター
今後の予定●平成28年3月4日（金）
　役場附属棟
問合せ●保健福祉課健康づくり係
　☎ 76-3185

一人で悩んでいませんか
女性に対する暴力をなくす運動 
　暴力は、性別や被害者との間柄に
かかわらず決して許されるものでは
ありませんが、特に女性に対する暴
力は男女共同参画社会を実現する
うえで重要な課題です。11 月 12 日
（木）～ 25 日（水）は「女性に対する
暴力をなくす運動」期間です。みん
なで暴力のない社会づくりを進めま
しょう。
問合せ●千葉県女性サポートセン
ター☎ 043-206-8002

見どころ満載！「かよう祭」
香取特別支援学校 

　小学部発表や作業製品の頒布など
が催されます。ぜひお越しください。
とき●11月 14日（土）
　午前9時 50分～午後 2時 15分
ところ●千葉県立香取特別支援学校
　（香取郡神崎町大貫383-13）
　☎ 0478-72-2911

弁護士による無料相談です
特設住民相談 

とき● 12月 8日（火）
　午前 9時 30分～午後 2時
ところ●役場 1階 第 2会議室
※相談は予約制です。
※ 一人あたり 20 分程度の相談時間
になります。
予約受付● 11月 9日（月）
　午前 9時から
申込み問合せ●住民課住民係
　☎ 76-5401

マナーを守りましょう！
狩猟期間のお知らせ 

　11月15日（日）から平成28年2月 
15 日（月）までは狩猟期間です。
　狩猟者はマナーを守り、安全な狩
猟に努めましょう。
　野外で活動する方は、目立つ服装
でラジオを携帯するなど、事故防止
のための対策を行いましょう。
問合せ●千葉県環境生活部自然保護
課☎043-223-2972

お知らせ ●消費者相談
　11月6日（金）

午前10時～午後3時
コミュニティプラザ1階 会議室

（控室は第1研修室）
次回は12月1日（火）開催
申込期間11月17日（火）～24日（火）
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　11月13日（金）

午前10時～午後5時
役場1階 第1会議室
■15歳以上40歳未満の自立（就
労）に悩みを抱えている若者または
その保護者
問ちば北総地域若者サポートステーション
☎0476-24-7880

●住民相談
　11月20日（金）

午前9時30分～午後3時
役場1階 第2会議室
問住民課住民係☎76-5401

●交通事故相談
　11月19日（木）

午前10時～午後3時
（受付：午後2時30分まで）
役場1階 第2会議室
問総務課交通防災係☎76-2611

●家庭教育相談
　（火・水・木曜日）

午後1時30分～3時30分
コミュニティプラザ2階 相談室
問生涯学習課社会教育係☎76-7811

●心配ごと相談
　（毎週水曜日）

午後1時30分～3時30分
社会福祉協議会
問社会福祉協議会☎76-5940

●健康相談
　（月～金曜日）

午前9時30分～11時
保健福祉センター内 健康相談室
問保健福祉課健康づくり係
☎76-3185

●司法書士相談
　11月14日（土）

午後1時～5時
旭市民会館
■登記・法律・債務整理など
■11月12日（木）まで
問司法書士桜井事務所
☎22-0186

●行政書士相談
　11月15日（日）

午後1時30分～4時
匝瑳市農業祭会場
■相続・遺言・協議書など
問スギヤマ行政書士
☎72-1639

裁判員制度　平成28年の「裁判員候補者名簿」に記載された方へ
　裁判員制度とは、国民の皆さんに裁判員と
して刑事裁判に参加してもらい、被告人が
有罪かどうか、有罪の場合どのような刑に
するかを裁判官と一緒に決めてもらう制度
です。平成28年の名簿に記載される人数は、 
全国で約22万9,200人で、11月中に名簿記載 
通知が送付されます。

■「名簿記載通知」とは？
　候補者名簿に記載されたことのお知らせです。名簿は、各市町村で
選挙人名簿からくじにより無作為抽出された後、裁判所で作成されま
す。この段階ではまだ事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありま
せんので、すぐに裁判所に呼ばれることはありません。
　また、通知とともに辞退希望の有無などを記載する「調査票」も送付
されます。該当する項目がある場合は、ご記入の上、返送してください。

裁判員制度ウェブサイトhttp://www.saibanin.courts.go.jp/　　問合せ●千葉地方裁判所☎043-222-0165

里親募集 あなたを必要としています
　子どもが健やかに成長するため
には安定した家庭環境の中で温か
い愛情を受けることが必要です。
　親の病気や離婚などさまざまな
事情により、家庭的な温もりを求
めている子どもを家族として迎え
入れ、愛情と誠意をもって育てて
くださる里親を探しています。
問合せ●銚子児童相談所
　☎0479-23-0076

相談日が祝日の場合はお問い合わせください。相談日が祝日の場合はお問い合わせください。

無料相談いろいろ

対象

内容

内容

予約

　平成 27 年 10 月 1 日から時間額が
817 円に改正されました。
（従来の 798 円から 19 円引き上げ）
問合せ●千葉労働局労働基準部
　賃金室☎ 043-221-2328

千葉県最低賃金改正

　労働者を 1人でも使用する（農林水
産業の一部を除き）事業主は、労働保
険に加入することが法律で義務づけ
られています。未手続事業の事業主
は至急、加入手続きをお願いします。
問合せ●千葉労働局労働保険徴収課
　☎ 043-221-4317

11月は「労働保険適用促進強化期間」です

　看護師等の人材確保を促進するため、病院等を退職された保健師、助
産師、看護師、准看護師は、10 月 1 日から県のナースセンター
へ氏名や免許番号などを届け出ることが努力義務化されます。
届出対象となる主な場合●
　◦病院等を離職した場合（既に離職している方を含む）
　◦看護師等の業務に従事しなくなった場合
　◦ 看護師等の免許取得後、看護師等の業務に直ちに従事しない場合
※詳しくはお問い合わせください。
問合せ●千葉県ナースセンター（千葉市美浜区新港 249-10）
　☎ 043-247-6371

町民綱引き大会
とき● 12 月 12 日（土）【受付】午前 8時 30 分　【試合開始】午前 9時
ところ●多古中学校体育館
種別および参加人数●
　【小学生の部】 選手 8人、交代要員 2人
　【一 般 の 部】 一般男子の部 選手 6人、交代要員 2人　
　　　　　　 　一般女子の部 選手 6人、交代要員 2人 
　　　　　　 　一般男女混合の部  選手 6人、交代要員 2人
　　　　　　　　　　　　　　　  （6 人中女性が 2人以上入ること）
参加費●無料　持参物●室内シューズ、タオル、飲み物など
募集期間● 10 月 30 日（金）～ 11 月 27 日（金）
申込み問合せ●コミュニティプラザ内　生涯学習課社会体育係☎ 76-7811

千葉県看護協会ではあなたの再就職をサポートします
看護職合同就職説明会・看護技術講習会のご案内
とき● 11 月 26 日（木）　午前 9時 30 分～午後 1時
ところ●匝瑳市市民ふれあいセンター
対象●保健師、助産師、看護師、准看護師
問合せ●公益社団法人 千葉県看護協会☎ 043-247-6371

障害年金の無料個別相談会
　社会保険労務士が個別に相談に応じます。事前に申し込みが必要です。
とき● 11 月 17 日（火）、12 月 15 日（火）
　両日とも午後 1時 30 分～ 4時 30 分
ところ●成田商工会議所
申込み問合せ●NPO法人 みんなでサポートちば☎ 043-301-2311

犯罪被害者週間「千葉県民のつどい」
　犯罪被害者の実情や被害者支援の重要性について考える講演や朗読などが
行われます。参加は無料ですのでぜひご参加ください。
とき● 11 月 15 日（日）　午後 1時～ 4時
ところ●千葉市生涯学習センター
申込み問合せ● 11 月 10 日（火）までに千葉県環境生活部生活安全課
　☎ 043-223-2333

農業用廃ビニール類の回収
とき● 12 月 1日（火）午前 9時～午後 3時、12 月 2日（水）午前 9時～正午
ところ● JA多古町ライスセンター
処理料● 1kg につき 12 円（個人負担分）
※ 廃ビニール類等を搬入するときは事前に登録が必要です。産業経済課で受
け付けていますので、早めの登録をお願いします。
※ 廃プラ類（肥料袋・培土袋を含む）と廃ビニール類は必ず水洗いをして、土
などの付着物を取り除いてから分別し、1枚ずつ重ねて束ねた状態で出し
てください。
問合せ●産業経済課農業振興係☎ 76-5404

火災予防を心掛け、死傷事故や大切な財産の損失を防ぎましょう。

問合せ●香取広域市町村圏事務組合消防本部予防課☎ 0478-52-1192

11月 9日（月）～15日（日） 秋季全国火災予防運動

３つの
習慣

４つの
対策

「無防備な　心に火災が　かくれんぼ」

 ①寝タバコは、絶対やめる
 ②ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する
 ③ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

 ①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
 ② 寝具・衣類・カーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する
 ③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する
 ④ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制

をつくる

■住宅防火　いのちを守る　7つのポイント■

くらしの情報
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